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肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書 

 肝炎は、国内のＢ型・Ｃ型ウイルス肝炎患者・感染者数が３５０万人以上と推定され、

注射針の共用や輸血、血液製剤の投与などによって感染したとされる、国内最大の

感染症であり、抜本的な対策が求められている。 

 慢性肝炎から肝硬変、肝がんに移行する危険性の高い深刻な疾患であるが、肝臓

は「沈黙の臓器」といわれ自覚症状が出にくいことから、早期発見がより重要であり、

適切な時期にインターフェロン等によって根治できれば肝硬変、肝がんへの移行を予

防することが可能な疾患である。 

 本県のＣ型肝炎に感染していると考えられる割合は、全国平均の 0.6％に対し、

1.0％（平成１８年度節目検診での感染者率）であり、また、肝がん死亡率では、全国

の 26.7 人（人口１０万対）に対し、34.6 人（人口１０万対）と高率となっており、本県に

おいて総合的な対策を一層進める必要がある。 

 平成２０年度から国の新しい肝炎総合対策「肝炎治療７か年計画」がスタートし、医

療費助成や検査・治療体制の整備、正しい知識の普及、研究の促進など総合的な対

策に取り組んでいるところであるが、都道府県肝疾患診療連携拠点病院の整備など

医療体制に格差が生じている。 

 適切なウイルス肝炎対策を、全国規模で推進するためには、肝炎対策に係わる基

本法の制定が必要である。 

 そこで、国においては、全てのウイルス肝炎患者救済のため、下記事項について緊

急に施策を講ずるよう強く要望する。 

                       記 

１ ウイルス肝炎対策を全国規模で等しく推進するために、肝炎対策のための基本法

を早期に成立させること。 

  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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